
交付金事業実施状況報告及び推進事業実績報告並びに基金事業実施状況報告及び活性化事業実績報告について

１．今年度に都道府県及び市町村が実施した推進事業及び活性化事業（交付金等）

（単位：円）

２．消費者行政決算額及び今年度の支出等額
（単位：円）

↑常勤化、定員増反映後

↑常勤化、定員増反映後

別　紙

７.消費者安全法第47条第２項の規定に基づく法定受託事務

うち、先駆的事業 14,904,000         

5,610,019         

447,670             

６.地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

-                       -                    

82,426,889       

1,526,770           

-                       

-                       

36,669,463         22,733,317         

5,610,019           

事業名（事業メニュー）

合計

都道府県 市町村 合計

-                       2,239,871           2,239,871         
１.消費生活相談機能整備・強化事業
※都道府県は被災４県のみ

２.消費生活相談員養成事業

４.消費生活相談体制整備事業 13,199,779         13,199,779       

1,974,440         

4,223,411           19,127,411       

管内市町村決算

198,419,941                                                              消費者行政決算総額

支出等額

42                    

支出等割合（先駆的事業（交付金）を除く。）

63,299,478                                                               

82,426,889                                                               

104,028,703                                                              

％

42                                                                  

35                                                                  

％ ％

35                    ％

59,402,780       

42,727,152       39,699,737       

-                       -                       

94,391,238                                                               

-                    

支出等額（先駆的事業（交付金）を除く。）

都道府県決算

支出等割合



３．消費生活相談員養成事業

①参加者総数 ①参加者総数

②年間研修総日数 ②年間研修総日数

③参加自治体 ③参加自治体

①実地研修受入総数 ①実地研修受入総数

②年間研修総日数 ②年間研修総日数

③実地研修受入自治体 ③実地研修受入自治体

４．消費生活相談体制整備事業

人 人時間／年

人 人時間／年

人

人

人 円

人 円管内市町村

対象人員数計 追加的総費用

県

管内市町村

人

県 0

0

対象人員数
（報酬引上げ）

人日

追加的総業務量（総時間）
対象人員数

（勤務時間、日数等の拡大）

管内市町村

人

県

実施形態 管内全体の研修参加・受入要望（事業計画）

人日

事業実施自治体

人

管内全体の研修参加・受入（実績）

人

自治体参加型

法人募集型

人日

事業実施自治体

人日



５．都道府県が実施した推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：円）

- 42,727,152 44,915,000 44,422,000 493,000 42,727,152 

14,904,000 14,904,00014,958,000

251,000 49,000 49,000251,000

24,355,000 23,862,000 493,000 21,716,463 21,716,463

4,697,000 4,697,000 5,610,019 5,610,019

168,000 168,000 343,110 343,110

486,000 486,000 104,560 104,560

交付金等対象経費

事業の実績

29年度
本予算

28年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

事業経費
交付金等対象経費

市町消費生活相談員等勉強会の開催【交付金】

- 

消費生活相談員等の研修参加支援【交付金】

顧問弁護士制の実施・相談員養成講座の開催【交付金】

消費者啓発推進事業及び消費者教育・啓発事業の委託・広告、啓発
物品・啓発冊子の作成【交付金】
〔他課活用〕栄養表示啓発事業、消費者教育推進事業、外国人住民
消費者被害防止事業、食の安全安心啓発事業、地産地消啓発事業
【交付金】

消費者啓発地域リーダーフォローアップ事業【交付金】

〔他課活用〕高齢者の特殊詐欺被害防止事業【交付金】

事業経費

14,958,000
⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先
駆的事業）

- 

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消
費者の安心・安全を確保するための取組）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事
業者指導や法執行等）

合計

⑮地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先
進性・モデル性の高い事業）

事業計画

28年度
補正予算

29年度
本予算

基金
（交付金相当分）

事業（実績）の概要

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
※被災４県のみ

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト等）
※被災４県のみ

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
※被災４県のみ

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は本年度の新規分も対象。それ以外は、平成24年度
までの充実・強化が対象。

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑯消費者安全法第47条第２項の規定に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地
域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

事業名（事業メニュー）



６．推進事業及び活性化事業（都道府県実施分）の実績詳細

７．消費生活相談員養成事業の研修参加、実地研修受入実績（都道府県実施分、該当する場合に記載）

事業強化・機能強化の成果

・消費者行政と警察が連携し、高齢者等を対象とする特殊詐欺被害防止のための注意喚起や被害の未
然防止、拡大防止を図った。

年間研修総日数

年間研修総日数 人日

・消費者トラブル等に関する啓発を行うことにより、消費者被害の未然防止や消費者の自立支援を行っ
た。　　　・教員に対する消費者教育教材の作成等消費者教育の推進を図った。

市町の取組を支援するため、県消費生活担当職員及び消費生活相談員のレベルアップを図った。

消費生活相談員及び消費生活相談窓口担当職員等を対象とした勉強会を開催し、市町消費生活相談
員等の資質の向上を図った。

・啓発資料を送付し、啓発活動に役立ててもらった。

・市町等に寄せられた高度に専門的な知識を要する相談に対応するための弁護士からの助言機会の提
供を行った。
・県内で不足している消費生活相談窓口に従事する人材（消費生活相談員）の養成を行った。

[他課活用]三重の見守りコールセンター事業（14,904,000円）

人日

人

人日

自治体参加型
参加希望者数

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当職員及び消費生活相談員の研修参加旅費（323,160円）、研修参加負担金（19,950円）

消費者啓発通気リーダーへの啓発資料送付とフォローアップ講座開催通知送付のための通信運搬費（49,000円）

⑮地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先
進性・モデル性の高い事業）

事業計画

年間研修総日数

消費者啓発街頭キャンペーン業務委託（907,200円）、消費者月間記念講演会（1,555,200円）、テレビCM（1,300,000円）、
小中学校消費生活出前講座（3,278,880円）、消費者啓発CM作成業務委託（2,392,200円）、ｼﾈｱﾄﾞ上映業務委託
（3,596,400円）、着ぐるみ作成委託（1,067,580円）、消費生活相談周知広告料(726,840円）、啓発チラシ（82,711円）、啓発
物品作成（648,540円）、啓発活動用タブレット(111,888円）、啓発にかかる旅費（26,040円）
〔他課活用〕栄養表示啓発事業（講師謝金・旅費・啓発資料作成等）（1,996,423円）、消費者教育研修教材作成事業（講
師謝金・旅費・委託料）（1,762,312円）、外国人住民消費者被害防止事業（旅費・消耗品費・委託料）（1,393,617円）、食の
安全安心啓発事業（708,632円）、地産地消啓発事業（162,000円）

市町消費生活相談員等勉強会の講師謝金・旅費・講師派遣委託（104,560円）

参加者数

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
※被災４県のみ

実績

人

人

人日

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地
域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

対象経費（実績）

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は本年度の新規分も対象。それ以外は、平成24年度
までの充実・強化が対象。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消
費者の安心・安全を確保するための取組）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
※被災４県のみ

事業名（事業メニュー）

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業
顧問弁護士の謝金・旅費（360,060円）、消費生活相談員資格取得講座委託料（3,586,680円）、資格試験直前講座委託
（997,999円）、消費生活相談員養成講座周知にかかる広告料（665,280円）

実地研修受入希望人数

人

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事
業者指導や法執行等）

年間研修総日数
法人募集型

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

研修参加・受入要望

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト等）
※被災４県のみ

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先
駆的事業）

実施形態

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑯消費者安全法第47条第２項の規定に基づく法定受託事務

研修参加・受入

実地研修受入人数



８．今年度に管内の市町村が実施した推進事業及び活性化事業の総額（交付金等） （単位：円）

14,530,370 

基金
（交付金相当

分）

四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、名張市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩
市、伊賀市、玉城町、鈴鹿亀山地区広域連合

名張市

交付金等対象経費

1,286,311

28年度
補正予算

1,160,000

事業の実績

交付金等対象経費

紀北町、鈴鹿亀山地区広域連合

津市、四日市市

29年度
本予算

1,079,871

事業経費

事業計画

29年度
本予算

28年度
補正予算

1,160,0001,160,000

実施市町村

基金
（交付金相当分）

事業経費

1,079,871

691,990 

398,860 491,610 636,300

14,023,837 25,039,600 636,300 25,777,907 57,762,937 

4,586,000

1,359,311

60,126,275 

273,000

10,950,178

1,160,000

4,586,000

251,050四日市市、大台町、紀宝町 273,000

30,722,381

19,301,424

429,430

251,050

2,287,700 11,109,700

11,106,8917,151,96511,418,176

530,720 691,990

2,249,601

7,227,240 18,598,344

1,727,880

31,608,400

1,838,140

津市、四日市市、伊勢市、松阪市、名張市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、
木曽岬町、東員町、朝日町、多気町、明和町、玉城町、度会町、大紀町、紀北町、紀宝町、
鈴鹿亀山地区広域連合

4,223,411 4,223,411

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業名（事業メニュー）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、名張市、鳥羽市、いなべ市、志摩市、伊賀市、東員
町、明和町、大台町、玉城町、南伊勢町、鈴鹿亀山地区広域連合

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事
業）

合計

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑭消費者安全法第47条第２項の規定に基づく法定受託事務



９．推進事業及び活性化事業（管内市町村実施分）の実績詳細

10．今年度の推進事業支出額 11．今年度の基金取崩し実績額

　 　

うち管内の市町村合計 636,300                          

交付金相当分

啓発用物品・チラシ作成、消費生活出前講座実施、広報作成、

円

円

消費生活弁護士相談実施

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

うち都道府県

事業強化・機能強化の成果の概要

⑧消費生活相談体制整備事業

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

消費生活相談員、消費者行政担当職員の研修参加支援

円

消費生活相談員の配置

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

円 636,300                          81,790,589            

39,063,437            

うち都道府県

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事
業）

啓発用物品作成

-                                   

円

非常時（災害時）における合理的行動のための消費者教育推進事業の中で、非常時ごはん講座開催、啓発パンフレット作成、講演会の開催。

42,727,152            

⑭消費者安全法第47条第２項の規定に基づく法定受託事務

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

うち管内の市町村合計

交付金分

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

円

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

事業名（事業メニュー）

執務参考図書の購入



12．消費者行政決算額（１）

13．消費者行政決算額（２）

円

0 円 14,904,000

円

円

円

円

82,426,889           

-                        

107,164,244     

-                    

円

円

115,993,052        

115,993,052         

19,127,411           

4,223,411

円

-                       

24,995,447         

人

円

人

3,366,795        

円

円

円

円

うち都道府県

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点）

62,574,027      

うち先駆的事業

円

169,738,271     

うち先駆的事業

-                       

円

うち管内市町村

人

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定） -                       

②定数内の消費者行政担当者数（今年度末時点） 人

うち管内市町村

人

％41.5

うち交付金等対象外経費

51,664,086         

18,918,785         

円

-                      

円

59,512,703          

856,616             

14,904,000         

うち交付金等対象経費

円円

42,727,152           円

対前年度差

-6,811,762          

円

％

64,328,966         

円6,076,662          

円

円

28,681,670         

円

円

円

円

672,255             

円

15,760,616         

％

円

人

-49,538,914        

0

39,699,737           

-                      

-                      

2,752,146          

45.3

8,828,808          

うち管内市町村

円

円

円

円

円円

672,255             

円

円

円

円

円

19,852,862         

934,077             

0

円

3,686,223          

23,808,367

69,395,791      

0

①都道府県の消費者行政決算額

円

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち先駆的事業

うち交付金相当分取崩対象外経費 61,576,820

円

うち交付金等対象の常勤職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

⑤消費者行政予算総額に占める交付金等支出額割合

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

0

38.2

3,366,795

円145,719,000        

うち都道府県

12,527,524 円

②都道府県の管内の市町村の消費者行政決算額

円

-                      

94,391,238           

うち交付金等対象外経費

前年度平成２０年度

101,203,000

うち交付金等対象の常勤職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象の賃料、人件費等

0 円 円

円円

101,203,000        

44,516,000         

円

円

円 51,664,086

円

45,587,424円

100,342,480     104,028,703         円 円

対平成２０年度差

円

今年度

うち交付金等対象経費

198,419,941         

円

円円38,765,660

44,516,000

③都道府県全体の消費者行政決算額

うち管内市町村

④③を含めた交付金等対象外経費

うち都道府県 円

うち交付金等対象の常勤職員の時間外勤務手当

円

12,527,524      

円円

円

145,719,000        

13,199,779           

64,328,966

-29,725,948        

13,199,779

0

円

円

円

円

52,700,941          

19,812,966          



14．基金の管理（実績）

15．都道府県の消費生活相談員の配置について

16．都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組（実績）

研修等の受講機会を増やし、消費生活相談員のスキルアップを支援する。②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

人

54,425,735                           

円

円

人

今年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

人

人

相談員総数 8

前年度末 今年度末実績

相談員総数 7

相談員総数

消費生活相談員の配置 相談員総数7

33,970                                 

今年度末実績

前年度末の基金残高（交付金相当分）

今年度の基金取崩し額（交付金相当分）

円

前年度末

人 今年度末実績相談員総数

うち定数外の相談員 前年度末

①報酬の向上

④その他

うち委託等の相談員 前年度末

人

今年度末実績 相談員総数 8

相談員総数

人

相談員総数

人

うち定数内の相談員

-                                         

636,300                                

設置当初の基金残高（交付金相当分） 195,000,000                          

円

円

今年度末の予定基金残高（交付金相当分）
　（※出納整理後の額を記載）

53,823,405                           

今年度の基金積戻し額（交付金相当分） 円



17．管内市町村の消費生活相談員の配置について

18．今年度の管内の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組（実績）

四日市市：消費生活弁護士相談で、弁護士からの法的助言を受け、相談能力の向上を図った。
松阪市：社会保険、雇用保険

④その他 ○

②研修参加支援

○①報酬の向上

○

③就労環境の向上 ○

四日市市：相談員２名体制から臨時職員１名増の３名体制により、労働環境の改善をした。
松阪市：個々の相談時に随時、処理方針などを確認しやすいように、職員の近くに相談員席を移動した。
鳥羽市：平成２２年度に相談窓うち開設日数を週２日から週３日へ増加している。それに伴い、相談員の勤務日数を増加している。
鈴鹿亀山地区広域連合：公用車の購入により、研修参加時や啓発活動時の移動手段の確保を行った。

今年度末実績 相談員総数

相談員総数 33

津市：相談員の欠員を補充し、研修等へ参加しやすい環境を整備。
四日市市：県外研修について各相談員が年１回から２回参加できるようにした。
伊勢市：相談員資格取得に向けた研修参加強化。
松阪市：資格取得支援講座への旅費支援。
桑名市：遠方での研修も支援し、相談員の知識の向上を支援。
名張市：相談員の研修参加に係る経費を資格取得支援。
鳥羽市：相談員の研修参加のための旅費を維持。
いなべ市：研修課を受講しスキルアップを図った。
伊賀市：相談員の研修参加に係る費用の支援。
玉城町：研修参加を支援

処遇改善の取組 実施市町村及び具体的内容

人相談員総数 35前年度末

うち定数内の相談員

相談員総数 人

津市：賃金単価の値上げ
松阪市：時給額の増額
鳥羽市：平成２１年度に増額した報酬を維持
鈴鹿亀山地区広域連合：月給を増額改定

前年度末 相談員総数

消費生活相談員の配置 人

4うち委託等の相談員

今年度末実績

前年度末

うち定数外の相談員 24前年度末

人 今年度末実績相談員総数 1

今年度末実績

人相談員総数

9 人

相談員総数20 人

6人


